
特定非営利活動法人チャイボラ 定款

第 1章 総則

(名 称)

第 1条 この法人は、特定非営利活動法人チャイボラと称する。

(事務所)

第 2条 この法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。

(目 的)

第 3条 この法人は、全国の社会的養護施設や施設関係機関 (以 下、総称して 「施設等」という)と 、

そこで働く職員や就職を目指す人を対象に、人材プラットフォーム事業、イベント・研修事

業、調査・コンサルティング事業等を通して支援を行 うことで施設等で長くや りがいを持って

働く人を増やすとともに、企業や団体、一般市民を対象に広報啓発事業や施設との連携強化を

図ることで子ども達に様々な機会や経験の場を提供し、それによつて全ての子どもたちが大切

に育てられる社会を実現することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第 4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

〈1)社会教育の推進を図る活動

(2)人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(3)子どもの健全育成を図る活動

(4)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(事業の種類 )

第 5条 この法人は、第 3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行

つ。

(1)施設等の職員を増やす事業

(2)施設等の職員の定着を促進する事業

(3)施設等と支援者を繋ぐ事業

(4)その他 目的を達成するために必要な事業

第 2章 会員

(種別 )

第 6条 この法人の会員は、次の 2種 とし、正会員をもって特定非営利活動促進法 (以下「法」という。)

上の社員とする。

(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した運営及びボランティア活動等を行う者とす

る。
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(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して賛助するために入会した個人及び団体

(入会)

第 7条 会員の入会について、特に条件は定めない。

2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込

むものとする。

3 代表理事は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

4 代表理事は、第 2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にそ

の旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第 8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない

なお、 既に納入した入会金、会費は返還しない。

(会員の資格の喪失)

第 9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき

(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して 1年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(退会)

第 10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第 11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。

(1) この定款に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなけれ

ばならない。

第 3章 役員

(種別及び定数)

第 12条 この法人に、次の役員を置く,

(1)理事 3人以上 9人以内

(2)監事 1人以上 2人以内

2 理事のうち、 1人を代表理事とする。
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(選任等)

第 13条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 代表理事は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が 1人を超えて

含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の 3分の 1を超えて含

まれることになってはならない。

4 法第 20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

5 監事は、代表理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)

第 14条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 代表理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3 代表理事以外の理事は、代表理事を補佐 し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたとき

は、代表理事があらかじめ指名した順序によつて、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執

行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)こ の法人の財産の状況を監査すること。

(3)前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若し

くは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告

すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事

会の招集を請求すること

(任期等)

第 15条 役員の任期は、 2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員により就任 した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期

間とする。

3 前 2項の規定にかかわらず、任期満了前に、総会において後任の役員が選任された場合は、当該総会

が終結するまでを任期とする。また、任期満了後、後任の役員が選任されていない場合には、任期の

末 日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならな

い 。

(欠員補充)

第 16条 理事又は監事のうち、その定款の 3分の 1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充
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しなければならない。

(解任 )

第 17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、理事及び監事は理事会の議決により、これを解任

することできる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき、、

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなけれ

ばならない。

(報酬等)

第 18条 役員は、その総数の 3分の 1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前 2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第 4章 会議

(種別)

第 19条 この法人の会議は、総会及び理事会の 2種 とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第 20条 総会は正会員をもって構成する。

(総会の権能 )

第 21条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)会員の除名

(4)事業計画及び予算

(5)事業報告及び決算

(6)役員の選任、職務

(7)監事の選任、職務

(8)解散における残余財産の帰属

(9)その他運営に関する重要事項

(総会の開催 )

第 22条 通常総会は、毎事業年度 1回開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
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(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の 5分の 1以上から会議の目的を記載 した書面により招集の請求があった

とき。

(3)監事が第 14条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集 )

第 23条 総会は、前条第 2号第 3号の場合を除いて、代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第 2項第 1号及び第 2号の規定による請求があったときは、その日から30日 以

内に臨時総会を招集 しなければならない。

3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載 した書面又は電磁的方法によ

り、開催の日の少なくとも5日 前までに通知 しなければならない。

(総会の議長)

第 24条 総会の議長は、その総会に出席 した正会員の中から選出する。

(総会の定足数 )

第 25条 総会は、正会員数の 2分の 1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決 )

第 26条 総会における議決事項は、第 23条第 3項の規定によってあらか じめ通知 した事項とする。

ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の 2分の 1以上の同意がある場合は、こ

の限りではない。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席 した正会員の過半数をもって決 し、可否同数の

ときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)

第 27条 各正会員の表決権は平等なものとする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面

若 しくは電磁的方法をもって表決 し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 やむを得ない理由により、会場に来ることができない正会員は、即時性 と双方向性が確保 されたウ

ェブ会議、テレビ会議、音声会議などのシステムによつて総会に参加 し、表決することが出来る。

4 前 2項の規定により表決 した正会員は、前 2条及び次条第 1項の規定の適用については出席 したも

のとみなす。

5 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録 )

第 28条 総会の議事については、次の事項を記載 した議事録を作成 しなければならない。

(1)日 時及び場所
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(2)正会員総数及び出席者数 (即時性 と双方向性が確保 されたウェブ会議、テレビ会議、音声

会議などのシステムによる出席者がある場合 と、書面若 しくは電磁的方法による表決者

又は表 決委任者がある場合はその数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概略及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任 された議事録署名人 2人が、記名押印又は署名 しなければ

ならない。

(理事会の構成)

第 29条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第 30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決 した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要 しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催 )

第 31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)代表理事が必要と認めたとき

(2)理事総数の 2分の 1以上から理事会の目的である事項を記載 した書面により招集の請求

があったとき。

(3)第 14条第 5項第 5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(理事会の招集)

第 32条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第 2号の規定による請求があったときは、その日から 14日 以内に理事会を招集

しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法によ

り、開催の日の少なくとも5日 前までに通知しなければならない。

ただし、緊急の必要がある時は、この期間を短縮できる。

(理事会の議長 )

第 33条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(理事会の議決)

第 34条 理事会における議決事項は、第 32条第 3項の規定によってあらかじめ通知 した事項 とする。
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2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決 し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)

第 35条 各理事の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由のための理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面

又は電磁的方法をもって表決することができる。

3 やむを得ない理由により、会場に来ることができない理事は即時性 と双方向性が確保 されたウェブ

会議、テレビ会議、音声会議などのシステムによって理事会に参加 し、表決することが出来る。

4 前 2項の規定により表決 した理事は、前条及び次条第 1項の適用については、理事会に出席 したも

のとみなす。

5 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録 )

第 36条 理事会の議事については、次の事項を記載 した議事録を作成 しなければならない。

(1)日 時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名 (即時性 と双方向性が確保 されたウェブ会議、テ レビ

会議、音声会議などのシステムによる出席者がある場合 と、書面若 しくは電磁的方法による表決

者又は表決委任者がある場合はその数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任 された議事録署名人 2人が記名押印又は署名 しなけれ

ばならない。

第 5章 資産

(資産の構成 )

第 37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収益

(5)事業に伴 う収益

(6)その他の収益

(資産の区分)

第 38条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
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(資産の管理 )

第 39条 この法人の資産は、代表理事が管理 し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定

める。

第 6章 会計

(会計の原則 )

第 40条 この法人の会計は、法第 27条各号に掲げる原則に従って行 うものとする。

(会計の区分)

第 41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

(事業計画及び予算 )

第 42条  この法人の事業計画及びこれに伴 う予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作成 し、総会の議

決を経なければならない。

(暫定予算)

第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、総

会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正 )

第 44条 予算成立後にやむを得ない事由が生 じたときは、理事会の議決を経て、規定予算の追加又は

更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第45条  この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等の決算に関する書類は、毎事

業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければな

らない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰 り越すものとする。

(事業年度)

第 46条 この法人の事業年度は、毎年 9月 1日 に始まり、翌年 8月 31日 に終わる。

(臨機の措置 )

第 47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の

放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
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第 7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第 48条  この法人が定款を変更 しようとするときは、総会に出席 した正会員の 4分の 3以上の多数に

よる議決を経、かつ、法第 25条第 3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なけれ

ばならない。

2 この法人が定款を変更 (前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)し たと

きは、所轄庁に届け出なければならない。

(解散)

第 49条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目 的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続き開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第 1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の 4分の 3以上の議決を経なけれ

ばならない。

3 第 1項第 2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第 50条 この法人が解散 (合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財

産は、法第 11条第 3項に掲げる者のうち、総会において議決 したものに譲渡する。

(合併 )

第 51条 この法人が合併 しようとするときは、総会において正会員総数の 4分の 3以上の議決を経、

かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第 8章 公告の方法

(公告の方法 )

第 52条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載 して行 う。ただし、法

第 28条の 2第 1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにお

いて行 う。

第 9章  事務局
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(事務局の設置)

第 53条 この法人に、この法人の事務を処理するため事務局を設置することができる。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

(職員の任免)

第 54条 事務局長及び職員の任免は、代表理事が行 う。

(組織及び運営)

第 55条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第 10章 雑則

(細則 )

第 56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次のとお りとする。

役職名 氏名

代表理事 大山 遥

理事 福 田 進

理事 川井 沙紀

監事 高瀬 憲児

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第 15条第 1項の規定にかかわらず、法人の成立の日から平

成 31年 11月 30日 までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第 46条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成 3

0年 8月 31日 までとする。

5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第 42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるとこ

ろによる。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第 8条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

会員の種類 入 △
ム金 年会費

正会員 0円 0円

学生ボランティア会員 0円 0円

一般ボランテ ィア会員 500円 0円

賛助会員 0円 一 日 1,000円 (1日 以上)
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7 この定款は、令和

8 この定款は、令和

9 この定款は、令和

5日 から施行する。

20日 から施行する。

日から施行する。

3年

4年

年

1月

10月

月
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書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係)

令和 5年度 事 業 計 画 書

2023年 9月 1日 ～2024年 3月 31日

盤定土宣劉量塾量△__二主∠土ラ

1 事業実施の方針

施設等の聴員を増やす事業については.これまで実施してきた活動をより多くの学生や求職者へ展開していくため、SEO

対策、学校へのアプローチや SNSの活用を強化 し、チャボナビや見学会の利用者等を増やす。また、新しい見学会の形や

新規サービスの方向性 も模索する_

同時に.こ れまでの活動をより安定的に行うため、システムのセキュリティ面の強化や運営体制の仕組み化・改善を実施

する。

施設等の職員の定着を促進する事業については、現在の事業をより効率的に行い、費用対効果を向上させる。

また、これまでの事業で見ぇてきた社会的養護における課題をより本質的に解決するための発展的事業を検討していく。

事業を支える組織や体制も強化するため、事業の収益化や人事管理面のルール整備等にも取り組む。組織全体としては、

より中長期的な視点を持って活動を行えるよう、今年度は中期計画の策定にも着手して半年ほどで実行に移していく。

新規事業として、児童相談所の施設職員を増やし.働き手の定若促進を行う事業を展開していく ますは児童相談所の

課題を把握すべく、大学の研究チームと連携してヒアリング等の調査を実施していく。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【39,013.367】 千円 )

定款に記

載された

事業名
事業内容 日F寺 場所

従
事
者

人
数

受益
対象者
範 1州

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

施設等の薇
員を増やす
事業

:チ ャボナビ】
社会的養護の施設総合情報サイト

『チャボナピ』の運営
通年 オンライン

15

4
全国の社会的養護
に関心がある全て
の人 (不特定多数)

月間 tじ 数 :

4ケ
会 員 登 録

数 :4∞0人

18.181.11

【チャイボラ主催就職イベント】
ネ‐会的養護の施設と連携した見学
会の実協

通年
関東近引

`

5名
全国の社会的姜護
に関心がある全て
の人 (不 特定多数)

1000ノ、 1.310

I見 学会サポー ト (コ ラボ見学
会,】

社会的養護施設の見学会に対する
ア ドバイス、サポー ト

通 年

・オンライン
・全国の社会
的費籠施設

10

名

全国の見学会を希
望する社会的養護
施設

10施設 156

【出張授業】
社会的養般に関する大学・短人・専
門学校への出張授業

通年

関東近郊の専
「:1学校、短人、
大学

3名

関東・関西近郊の

社会的養護施設で

働 く資格を取得で

きる大学・短大・お
よび専P■学校生

授業数 :

30件
参 1,0学 生

教 : 2.000
人

3,096.691



施設等の職
員を増やす
事業

【お仕亨セ ミナー】
社会的養護の什事に関する基礎講
座

毎月第二土
曜 日
12-13時

オンライン 3名

全国の社会的姜謹

施設・社会的養護に

関心がある全ての

人 (不特定多数)

50名 460

ISヽ Sの情報発信】
社会的養護や社会的養護の仕事に

関する情報発信
毎 日

・Facehook ・

l1lstagram ・

公 式 LINE
アカウン ト・

X(旧 Twi
tter)・
チ ャ ボ ナ ビ

ncws       ・

YouTube

10

名

全国社会的養護施
設・社会的養護に
関心がある全ての

人 (不 特定多数)

フ オ「
:ワ

ー数
8,000名

3.811.32

:施設のHP制作・保守運用l社会
的養護施設のホームヘージ作成

制作への相
談受付は通

年

実施を希望す
る社会的養護
の施設

3名
実施 した社会的養
護の施設及び関係
者

3∞ 入 136.868

【社会への発信】
社会的裏護の現状を広く知っても
らうため、企業への研修会・一般向
け学習会 (チ ャイポラカフェ含む)

企業への研

修:2.5社 /
月

チャイボラ

カフェ :毎
月

オンライン

・研修会を希

望する企業

4名
社会的贅護施設・

社会的養護に関心
がある全ての人

企 業 へ の

研 修 会 参
加 者 数 :

500ノ、

一般向け
学 習 会 の

参加者数 :

150名

フ レ ン ド
ス ポ ンサ
ー散 :5社

2.464.868

:児童相談所の魅力発信】
児童相談所の課題を把握するた
め、他機関と連携してヒアリング

等の調査を実施

2024年 4月

以降

・オンライン
・全国の児童
|口談所や会議
宝

2名
全国の児童相談所
職員

約 8,0∞ 名 1493.6

施設等の職
員の定書を

促進する事
業

【相談窓 11】

社会的費護施設職員のための相談
宋口の設立及び運営

毎
付

口相談受
オンライン 7

全国の社会的養護
施設職員

lu談 窓「 |

利 用 登 録
牧 180名

111談 件数 :

90名

3,806.22

【研修会】
.施設長・管理職向けの研修会
.施設職員向けの研修会

毎月 1～ 3

回
オンライノ 6名

全国の社会的養護
施設職員・管理者

参 加 者 数
l,00(名

203.3

【チャボゼ ミ】
施設職員のうち、内定者。新(■職員
向けの研修の実施

第 ・期 :

2023年 9月

20日 、12月
20日 、3月
20 日

第二期 :H
程未定 (全 7

回 r定 )

オンライン 5名
全国の社会的養護
施設に就職する内

定者

参 加 者 数

第一期
99名

第_斯
150名

3.388.44

施設牛と文
援者を繋ぐ
事業

留学支援
社会的養護施設と施設への支援を
望む企業・団体・個人を繋ぎ児童ヘ

のさまざまた機会を提供する (留

学支援 )

留学期間
1週間～ 10

日間

留学先
アメリカ合衆

国

1名
事業を実施した社
会的養額施設入所
児童

留 学 す る
人数 16名

174.95



書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係 )

令和 6年度 事 業 計 画 書

2024年 9月 1日 ～2025年 8月 31日

盤」壼ヨE宣」Ш五]Ш」圭△__」左」L=1」LE2

1 事業実施の方針

施設等の職員を増やす事業については、より多くの学生や求職者に施設の仕事の魅力や 「チャボナビ」を知つてもらう

ために、合同オンライン施設見学会の規模を拡大するとともに、学校へのアプローチとSNS広報を強化する。

また、採用に苦慮している施設に対してより効果的な採用活動が行えるよう、見学会のサポー トや様々な研修を実施する。

基幹事業であるプラットフォーム「チャボナビ」に関しては、SEO対策、セキュリティの強化、UX/じ Iの改善を行う。

施設等の職員の定着を促進する事業については、内定者・新任職員向け研修プログラム「チャボゼミ」において、より内

定離脱を防ぐための交流イベントを強化する.

児童相談所の人材に関する問題を解決するための事業を開始し、今■15年度で把握した課題を解決するためのソリューシ

ョンの検討及び検証を全国の児童相談所や関係機関と連携 しながら実施していく。

組織面においては、引き続き事業を支える組織や体制も強化するため、財務管理や人事管理面のルール整備等にも取り組

む。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【79,339.88】 千円 )

定款に記
載された
事業名

事業内容 日
'寺

場所

従
事
者

人
数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

施設等の職
員を増やす
事業

【チャボナピ】
社会的養護の施設総合情報サイト

『チャボナビ』の運営
通年 オンライン

15

名

全国の社会的養額
に関心がある全て
の人 (不特定多数)

月間 t■ 数 :

7万
会 員 登 録
数 :6000人

35,692.248

【チャイボラ主催就職イベント】
社会的養護の施設と連携した見学
会の実施

通年
関東近郊 5名

全国の社会的養護
に関心がある全て
の人 (不特定多数)

1000ノ、 2,500

【見学会サポー ト (コ ラボ見学

会)1

社会的養護施設の見学会に対する
ア ドバイス、サホー ト

通年

・オンライン
・全国の社会

的養護施設

10

名

全国の見学会を希
望する社会的養餞
施設

10施設 2.500

:HI張 投楽】
社会的養護に関する大学・短大・専
門学校への出張授業

通年

関東近郊の専
門学校、短大、
大学

3名

関東・関西近邦の

社会的姜護施設で

働 く資格を取得で

きる大学・短人・お
よび専門学校生

授業数 :

10件
参 加 学 生

数 :3,000
.ヽ

948_708



施設奪の職
員を増やす
事業

:お仕事セミナー】
社会的養護の仕事に関する基礎講
座

3か月に l

[司 程度
オンライン 3名

全国の社会的養護

施設・社会的苺額に

関心がある 全ての

人 (本特定多数 )

100名 943.708

iSNSの情報発信】
社会的養護や社会的養護の仕事に
関する情報発信

毎 日

・f′ lcehO()К  ・

lnstagra口  ・

公式 LINE
アカウント・
X(旧 T、vi
tter)・

チ ャ ボ ナ ビ

YoltTube

!0

名

全国社会的■護施
設・社会的養護に
関心がある全ての

人 (不特定多数 )

フ オ ロ ワ
‐―

数

10,∞ 0名
1.948.708

:施設のHP制作・保守運用】社会
的姜護施設のホームヘージ作成

制作への相
談受付は通

年

実施を4望す
る社会的養護
の施設

3名
実施 した社会的養

護の施設及び力係
者

100ノ、 3.000

:社会への発信】
社会的薬護の現状を広く知って 1,

らうため、企業´ヽの研修会・一般向
け学習会 (チ ャイポラカフェ含む)

企セヘの研
修:2.5社 /
月

チ マイボラ

カフェ :毎

月

・ オンライン

・研修会を希
望する企業

4名
社会的養護施む

社会的養護に関心
がある全ての人

企 業 へ の

研 修 会 参
加 者 数 :

500ノ、

―-1ヽ 1句 け

学 習 会 の

参加者数 |

200名

フ レ ン ド
ス ポ ン サ
ー数 :5社

1.948.708

【児童相談所の魅力発信】
前年度に把握 した課題を解決す
るための ソリュ~ン コンの検討
及び検証を実施 していく

通 年

・オンライン
・全国の児童

相談所

4名
全国の児童相談所
及び関係機関

約
名

10.000
28,132.8

施設等の職
員の定着を

促進する事

業

〔相談窓口】
社会的姜護施設職員のための相談
窓口の設立及び運営

随時 オンライン 1名
全国の社会的養護
施設職員

相 談 窓「1

利 用 登 録
敏 :30名

相談件数
10名

210

【研修会】
・施設長・管理職向けの研修会
・施設職員向けの研修会

年間 1～ 4

ロ
オ ンライン l名

全国の社会的養護
施設職員・管理者

参 加 者 数
5∞ 名

210

:チ ャポゼミ】
施設聴員のうち、内定者・新仁職員
向けの研修の実施

第二期 :日

程未定 (全 7

回予定)

オンライン 44
全国の行会的養護
施設に就職する内
定者

参加者数
250名

1.650

施設等と支
援者を繋ぐ
事業

留学支援
社会的養護施設と施設への支援を
9む企業・団体・1,1人 を繋ぎ児章´ヽ

のさまざまな機会を提供する (留

学支援 ,

留学期間
l週 間～ 10

日間

留学先
アメリカ合衆
国

1名
事業を実施 した社
会的養護施設人所
児童

留 学 す る
人数 :4名

150



書式第 9サ (法第 10榮・第25条関係)

令和5年度 活動予算書

2023`,9月 1日 から2021`1・ 8月 31日

特定」1営 利活動法人チャィボラ

"
ユ:円

科 目
′>額

軽π収益
1 受取会贅

巽島塁員受叢彗贅

i :鐵
,“桑

|
会凛責
l肖 ,t品
水道光
地代家
広告宣
薇税公
研修■
支払千
僣費

■
熱,
賃
伝費
訳

漱,

´の他経費計

“
暉●

,・:

経常留:千F鮮
.増

)に観‖im誂事ょ受燿
籠含堡営主屡暉監籠

0
0

21.617.535

24.OPO.000

5,5o4.IЮ ()

4

21.617.585

4.100.()0つ
9.990.000

2.034,000
2.1()0,00()

l.320.()(Ⅸ )

0

16.617.600
0
0

1.800,000
)

18.417.600

300.(Ю 0
8.633.300

510.0)0
0

368,255
0

1.253.200
1,6,0.000
270,000
146.716

()

400,()(X〕

4,Hヽ 3.26()

0
()

2.166,536
4.000

0
0

20.595.76

0

1.200.0(X:)
0

600.000
1.800.000

48(,.0(X)

100.0(X}
()

0

110.∝X:)

20.(XX:)

6,∞0
]00.(K)(,

06.000
224,(X0

0
100,∞ 0

0

2.000

226.136
0

2.714. 136

0
O

714.

70. 000



書式第9,(漱 第 10条 ・第25条関係)

令和6年度 活動予算書

2024年 9月 1口 から2025`■ 8月 :ヽ 1口

特定非常利活動法′、チャイボラ

'S日 金額

20.000.000

∞

∞

∞

∞

∞

“

ｍ

２

20.000.0((

35,(X,0.(XX)

5,9()4.00(〕

18. 112.800
O

0

1.0いう.(X〕 0

0

19.412.800

”

莉

∞

“

”

∞

“

　

“

∞

∞

ω

　

∞

∞

ｍ

　

２９

¨

∞

ｌｏ

　

“

”

1.451.(■
`)〔)

2.000.000
400.000
200.000

0
60.427.080

0

1.200.000
0

1,100.000
0.6∞ .00(

0

0

150.000
0

50.00`〕

50,010
50.000

200.0つ0

∞
∞

500,000
50,00で,

20. 000
う0.000

2.552.000

-25.()` 1.SS0

||||::|ll]:ま

1::重
す。事澪

II.

●人機、住民税及び事業視
前

'は
越上味町産

次鳳凛越上鰈ユ1麗額

H″ :円

「

I「菫πttT雨
1       70.000

日 瑠 鼎


